
(1)条例における相談対象
①障害を理由とする差別 ②合理的配慮に関すること ③その他（不適切な行為、環境の整備等）

(2)相談体制と助言・あっせん等の仕組み
「地域アドボケーター」「障害者差別解消相談員」「共生社会づくり委員会」を設置し、調整・助言、あっせん等を行う

(3)障害者差別解消相談員
専門性をもって中立の立場で相談に応じ、必要な助言、調査、調整などを行う相談員を２名配置

(4)地域アドボケーター（地域相談支援員）
自身で相談することが難しい障害者に寄り添い、相談内容を代弁するなどにより相談員につなぐ(2５名）

１．相談対応について ※本編P3～

「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」の
取組状況等について（令和2年度）【概要】

■報告書の内容
①令和2年度の相談対応の状況
②条例に基づく啓発等の取組状況
■目的
事例を分析・公表することで、どのような行為が差別にあたるのか、合理的配慮としてどのような対応が必要かを
周知することで、差別に“気づき”“行動する”きっかけにしていただく。

２．相談実績 ※本編P5～

厚生・産業常任委員会資料５-１
令和３年（２０２１年）１２月１５日
健康医療福祉部障害福祉課

〇令和2年度に障害者差別解消相談員が受け付けた新規事案件数は８８件（R2.4.1～R3.3.31）

（①障害を理由とする差別 ８件、②合理的配慮の不提供 16件、③その他 64件）

〇令和元年度の件数８５件から３件（３．５％）増加している。

(1)令和２年度の実績

(２)相談内容の類型

●分野別・相談の類型別

●主な発生地
・大津地域 ２０件（２２．７％）
・湖北地域 １7件（１９．３％）
・湖南地域 １６件（１８．２％）
･東近江圏域 １２件（１３．６％）

●障害者等の障害種別
・精神障害 ３３件（３０．５％）
・肢体不自由 １５件（１３．９％）
・視覚障害 １３件（１２．０％）
・知的障害 １４件（１１・１％）

●相談者の属性
・本人 ３５件（３７．６％）
・アドボケーター １７件（１８．３％）
・市町行政 １５件（１６．１％）
・家族 １２件（１２．９％）

(３)相談事例

【商品、サービス】 不当な差別的取扱い

コンビニエンスストアに盲導犬ユーザー、盲導犬、ガイドヘルパーで訪れたところ、店員に「犬はダメです。人が一緒なら盲導犬を連れ
て入る必要はないはず。」と言われた。盲導犬の説明をしたが、理解してもらえなかった。
⇒当該店舗、本社へ連絡し、身体障害者補助犬法に反することを説明。本社はHPで受け入れ方針を示しているが、方針が行き届いて
いなかったため周知を徹底する旨を説明された。県から、関係団体等に対して再度啓発依頼を行った。

【商品、サービス】 合理的配慮の提供

発達障害者が運転免許の取得にあたり、筆記試験が問題の読み飛ばしにより適切な回答ができない。問題の読み上げを依頼したが、
断られた。
⇒警察庁から、道路交通法施行規則により読み上げによる試験を行うことは不可と回答があった。（自動車運転中は道路標識を目で
認識して道路交通法を守ることを求めており、安全性を担保する意味でも試験問題を読んで回答するという趣旨が含まれているた
め。）ただし、マーク式回答が難しい場合について、回答方法を工夫するなど障害の特性に応じて個別に配慮している。
その後、県発達支援センターの支援により、筆記試験の配慮事項として文字に定規を当てること、（アナログ時計が読めないため）デジ
タル時計の設置および静かな試験環境を提案したところ、協力を得られることとなり、結果、その後の挑戦で運転免許が取得できた。

類型

分野

①差別 ②
合理的
配慮の
不提供

その他 合計
③
不適切
な行為
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不快・
不満
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環境の
整備
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⑧
その他

ア 教育 1 1 1 3

イ 労働 1 3 3 7

ウ 商品 2 5 2 9

エ サービス 1 1 2

オ 障害福祉 2 2

カ 医療 1 2 1 4

キ 建物・交通 1 1 2

ク 不動産 0

ケ 地域 2 1 3

コ 情報 1 4 1 6

サ 意思 1 2 3

シ その他 1 2 4 18 12 9 1 47

合 計 8 16
10 30 0 13 10 1

88
64



３．その他の活動状況 ※本編P14～

①基本姿勢
相談員は、相談者の思いを受け止め、それぞれの相談の内容に応じた調整活動や適切な情報提供・助言を、状
況に応じて丁寧に行うことを基本姿勢として相談に対応

②相談対応能力向上に向けた取組

様々な相談に適切に対応するため高い専門性が求められる中、研修や相談活動の振り返りを定期的に実施

③事業者への具体的提案等

条例や障害者差別解消法の趣旨等を周知するだけでなく、事業者に対して相談者が直面しているバリアを取り
除くための具体的な対応の提案等を実施

④関係機関等との調整

相談者の抱える問題の所在を明確にし、必要に応じて関係機関と情報共有・連携して問題の解決のための調整

を行い、場合によっては適切な窓口への丁寧な引継ぎを実施

⇒相談員の相談役(スーパーバイズ)のアドバイザー(３名)を設置し、事例の検証を定期的に実施

(４)相談活動まとめ等

(1)滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会
条例第15条に基づき、関係団体等との情報共有や共生社会の実現に向けた取組を県全体で推進するために

３回開催。障害者差別解消法第17条に規定する「障害者差別解消支援地域協議会」の機能を兼ねる。

(2)地域アドボケーター研修会
地域アドボケーターのスキルアップを図るとともに相互の連携を深めるため開催

(3)地域アドボケーター、市町担当者情報交換会
障害者差別の多くは地域や日常生活において生じるものであり、市町や関係機関とも情報を共有し、共に

解決していくため、福祉圏域ごとの情報交換会を実施

４．課題に対する今後の取組 ※本編P19～

(1)事業者・県民への普及・啓発等について

・周知・啓発に取り組んでいるものの、条例の理念や相談窓口の幅広い層への周知は道半ばと認識

・差別は、障害のある人への誤解や理解不足により不適切な対応につながっていると考えられる場合が多く、事業
者への対応改善を求めていくことに加え、好事例の発信や、従業員向けの研修等が必要

⇒参加しやすい内容のフォーラムの開催、出前講座の継続実施、CMによる啓発等の実施、

小学生向け教育資材の作成、配布等により幅広い層への共生社会の理念の浸透を図っていく。

(2)関係機関等とのネットワーク構築・連携強化について

・引き続き、地域アドボケーターの周知が必要

・障害者差別の解消は、障害のある方の生活改善という側面があるため、市町との連携強化が必要

⇒圏域ごとの情報交換会の継続実施や、地域アドボケーター研修に市町担当者も加えた内容となるよう検討

県に寄せられる相談事例を市町や関係機関と共有するなど、様々な機会を通じてさらに連携を深めていく。

■最後に
「差別」は人の生活を脅かし、尊厳や人権を傷つける、決して許されない行為。一方で、障害に対する理解不足な
どから、無意識のうちに差別的な対応をしてしまうケースも多い。また、入り組んだ背景を持ち、簡単には「解消」し
ない場合もある。県民一人ひとりが正しい知識を身に付け、できることを継続して積み上げていくことが重要であ
り、そのために条例に基づく取組を着実に進めていく。

(5)普及・啓発活動
①条例フォーラムの実施 R2.12.6 条例フォーラム（会場：ビバシティ彦根） 128人参加
②出前講座等 障害当事者や専門家を講師派遣 ４４回（延べ4,404人参加）
③合理的配慮の助成事業
・事業者や団体等が合理的配慮を提供する際にかかる費用を助成
・令和２年度から助成率を見直す（2/2⇒1/2）とともに、バリアフリー化工事等を対象に

※R3.2.7テレビ滋賀プラスワン「障害者差別のない共生社会を目指して」放映


